
日付 記入者

劣 普通 優

1 2 3

専門技術力（経験年数、実績）

以下の要件を満たしているか。
・自治体で類似業務の実績を有しているか。
・担当者又は技術者が求める経験年数を満たしているか。

⇒類似業務3件以上、及び担当者又は技術者の経験年数10年以上は、
評価点「3」
⇒類似業務1～2件、及び担当者又は技術者の経験年数5年以上は、評
価点「2」
⇒上記の要件を満たしていない、記載がない場合は、評価点「1」

10 1 5 10 事務局採点

3.1

質問・回答データ等の作成
（3.1.1　基本仕様、3.1.2　言葉のゆらぎ
等への対応、3.1.3　やさしい日本語の
作成及び英語への翻訳）

以下の要件について、記載があるか。
①ＡＩ登録用データの作成②質問データの作成③回答データの作成④標
準単語登録⑤特定分野の単語登録⑥標準類義語登録⑦特定分野の類
義語登録⑧標準固有名詞登録⑨特定分野の固有名詞登録⑩標準ストッ
プワード登録⑪特定分野のストップワード登録

⇒全ての要件の具体的な記載があり、要件に即した利用が可能であると
認める場合は評価点「3」
⇒要件を満たしている記載のみで、具体的な記載がない場合は、評価点
「2」
⇒一つでも要件を満たしていない、記載がない場合は、評価点「1」

30 1 5 10 ×3

4.1 基本仕様

以下の要件について、記載があるか。
①閲覧者の利用環境②ユーザーインターフェース③多言語対応④選択
肢の表示⑤入力候補の表示⑥利用者による評価⑦稼働時間

⇒全ての要件の具体的な記載があり、要件に即した利用が可能であると
認める場合は評価点「3」
⇒要件を満たしている記載のみで、具体的な記載がない場合は、評価点
「2」
⇒一つでも要件を満たしていない、記載がない場合は、評価点「1」

20 1 5 10 ×2

4.2 ＡＩに関する要件

以下の要件について、記載があるか。
①文脈理解型ＡＩの選定②表示内容③応答時間④聞き返しによる適切な
応答⑤エスカレーション手段の表示

⇒全ての要件の具体的な記載があり、要件に即した利用が可能であると
認める場合は評価点「3」
⇒要件を満たしている記載のみで、具体的な記載がない場合は、評価点
「2」
⇒一つでも要件を満たしていない、記載がない場合は、評価点「1」

20 1 5 10 ×2

4.3 管理機能に関する要件

以下の要件について、記載があるか。
①精度向上のためのデータ登録機能②品質向上のためのデータ登録③
データ注入及び抽出

⇒全ての要件の具体的な記載があり、要件に即した利用が可能であると
認める場合は評価点「3」
⇒要件を満たしている記載のみで、具体的な記載がない場合は、評価点
「2」
⇒一つでも要件を満たしていない、記載がない場合は、評価点「1」

20 1 5 10 ×2

4.4 ログ分析等に関する要件

以下の要件について、記載があるか。
①正答率分析②応対・質問履歴等③ログデータ抽出

⇒全ての要件の具体的な記載があり、要件に即した利用が可能であると
認める場合は評価点「3」
⇒要件を満たしている記載のみで、具体的な記載がない場合は、評価点
「2」
⇒一つでも要件を満たしていない、記載がない場合は、評価点「1」

20 1 5 10 ×2

4.5 サービス形態に関する要件

以下の要件について、記載があるか。
①安価で効率的な運用が可能なシステム②価格変動③セキュリティ要
件

⇒全ての要件の具体的な記載があり、要件に即した利用が可能であると
認める場合は評価点「3」
⇒要件を満たしている記載のみで、具体的な記載がない場合は、評価点
「2」
⇒一つでも要件を満たしていない、記載がない場合は、評価点「1」

20 1 5 10 ×2

5.1

構築作業要件
（5.1.1　構築作業、5.1.2　自動応答サー
ビス設置作業、5.1.3　将来予定している
SNS連携機能設計、5.1.4　システム検
証、5.1.5　ドキュメント作成等、5.1.6　会
議の開催及び実施体制・要員の確保、
5.1.7　業務委託内容の管理）

以下の要件について、記載があるか。
①プロジェクト計画の策定②セットアップ作業等③自動応答サービス設
置作業④切替えタブの作成⑤ボタンの作成⑥設計⑦ＬＩＮＥ連携について
⑧検証期間⑨正答率向上作業⑩英語の検証作業⑪やさしい日本語の
検証作業⑫ドキュメント作成⑬ドキュメントの提出⑭成果物一覧⑮キック
オフ会議の開催⑯定例会の開催⑰会議資料及び議事録の作成⑱実施
体制及び要員の確保

⇒全ての要件の具体的な記載があり、要件に即した利用が可能であると
認める場合は評価点「3」
⇒要件を満たしている記載のみで、具体的な記載がない場合は、評価点
「2」
⇒一つでも要件を満たしていない、記載がない場合は、評価点「1」

30 1 5 10 ×3

5.2

運用・保守作業要件（付帯業務）
（5.2.1　運用・保守作業要件、5.2.2
データの追加・更新、5.2.4　会議の開催
及び実施体制・要員の確保、5.2.5　運
用サービス業務）

以下の要件について、記載があるか。
①運用設計②ＡＩと登録用データ等の更新等③制度改正等への迅速な対
応④言葉のゆらぎ等への対応等、品質向上のためのデータ整備と登録
⑤定例会の開催⑥会議資料及び議事録の作成⑦実施体制及び要員の
確保⑧レポートの作成⑨運用管理⑩正答率改善作業⑪データ移行支援

⇒全ての要件の具体的な記載があり、要件に即した利用が可能であると
認める場合は評価点「3」
⇒要件を満たしている記載のみで、具体的な記載がない場合は、評価点
「2」
⇒一つでも要件を満たしていない、記載がない場合は、評価点「1」

30 1 5 10 ×3
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第3章　コンテンツデータ整備要件

第4章　サービス仕様要件

C事業者

一次審査(要求)合計点

コメント

事業者評価

第一次審査（要求）
一次審査（書類審査）

A事業者 B事業者 D事業者

第5章　業務実施要件

評価点

調達要件
評価の視点

（提案要求仕様書の要求事項を満たすこと）
配点 評価係数

事務局採点



日付 記入者

劣 ← 普通 → 優

1 2 3 4 5

提案事項1
言葉のゆらぎ等への対応に関する提案
（3.1.2(10)）

港区にとって有意義な提案がされているか。 15 1 2 3 4 5 ×3

提案事項2
コンテンツチェック・監修
（3.1.3(3)）

やさしい日本語及び英語のチェックと監修の手法や体制について、具体的
かつ実現可能性の高い提案がされているか。

5 1 2 3 4 5

提案事項3
災害時対応用データの登録
（3.1.4(1)）

区が災害時に適切に対応できる提案がされていること。 10 1 2 3 4 5 ×2

提案事項4
正答率向上のための他提案
（3.1.5(1)）

コンテンツのデータ整備において、品質向上が見込まれる具体的な提案
がされているか。

15 1 2 3 4 5 ×3

提案事項5
利用者によるアンケート機能
(4.1(8))

利用者満足度を確認するための機能が具体的に提案されているか。 10 1 2 3 4 5 ×2

提案事項6
将来の拡張性
（4.1(9)）

将来の拡張性に関して具体的な提案がされているか。 15 1 2 3 4 5 ×3

提案事項7
職員による災害時対応への支援機能
（4.3.(4)）

災害時に職員が適切に対応できる支援について、具体的な提案がされて
いるか。

10 1 2 3 4 5 ×2

提案事項8
カテゴリ毎の選択ボタン
（5.1.2(4)）

将来的にカテゴリが増えた際、ユーザーが利用しやすいボタンが作成され
るなど具体的な提案がされているか。

10 1 2 3 4 5 ×2

提案事項9
既存のFacebookMessengerチャットボッ
トへの対応（5.1.3(3)）

既存のFacebookMessengerチャットボット利用者が、スムーズに移管でき
る具体的な支援内容の提案がされているか。

10 1 2 3 4 5 ×2

提案事項10
積極的な対応
（5.1.7(1)）

問題点等を発見した際の対応について、積極的な提案がされているか。 15 1 2 3 4 5 ×3

提案事項11
迅速な対応
（5.1.7(2)）

法令等の改正対応について、迅速に対応できる提案がされているか。 15 1 2 3 4 5 ×3

提案事項12
ヘルプデスクサービス等
(5.2.3(1))

問合せ・サポートのヘルプデスクサービスを提供するなど、具体的な提案
がされているか。

10 1 2 3 4 5 ×2

提案事項13
サポート時間
(5.2.3(2))

サポートを行う具体的な提案がされているか。 10 1 2 3 4 5 ×2

提案事項14
対応履歴管理
（5.2.3(3)）

対応履歴がきちんと管理できる提案がされているか。 10 1 2 3 4 5 ×2
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講評等（ポイントとなった事項など）

調達要件 コメント
A事業者 B事業者 D事業者

一次審査(提案)合計点

評価の視点
（提案要求仕様書の提案事項を満たすこと）

配点

評価点

評価係数

第4章　サービス仕様要件

第5章　業務実施要件

第3章　コンテンツデータ整備要件

C事業者

一次審査（提案）
一次審査（書類審査）

事業者評価



日付 記入者

A事業者 B事業者 C事業者 D事業者 A事業者 B事業者 C事業者 D事業者

（１） 見積価額

・見積書を基に見積金額（初期費用と保守運用費用5年間の合計）
から次式により評価

価格点＝(各社提案価格の平均額／当該提案価格)×配点(40点)
×0.5

40

40

一次審査（価格）

見積額の評価（様式9） 配点
点数失格

一次審査価格点

一次審査（書類審査）

事務局採点



区内事業者 ワークライフバランス

A事業者 20　or　0 20　or　0

B事業者 20　or　0 20　or　0

C事業者 20　or　0 20　or　0

Ｄ事業者 20　or　0 20　or　0

・区内事業者が単独又は区内事業者と区外事業者で共同事業体を構成して参加した場合に、区内事業者への優遇として、一次審査における合計評価の５％を一
次評価点に加点します。
・ワーク・ライフ・バランス推進企業としての認定を受けている事業者に、一次審査における合計評価の５％を一次評価点に加点します。

合計点

事業者名

一次審査合計点

講評等（ポイントとなった事項など）

加点
合計点一次審査（価格）一次審査（要求） 一次審査（提案） 点数

事務局
採点 事務局採点


